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11日が投票日です

六
月
二
十
四
日
公
示
の
第
二
十
回
参
議

院
議
員
通
常
選
挙
と
、
七
月
六
日
告
示
の

山
田
町
長
選
挙
が
、
七
月
十
一
日
を
投
票

日
に
行
わ
れ
ま
す
。
国
と
町
の
進
む
べ
き

方
向
を
決
め
る
た
め
の
大
切
な
選
挙
で
あ

り
、
皆
さ
ん
の
意
思
を
大
き
く
反
映
さ
せ

る
と
き
で
す
。
投
票
す
る
際
に
は
選
挙
公

報
や
政
見
放
送
な
ど
を
よ
く
見
て
、
確
か

な
一
票
を
投
じ
て
く
だ
さ
い
。
投
票
日
に

用
事
が
あ
る
人
な
ど
は
期
日
前
投
票
や
不

在
者
投
票
を
し
て
、
棄
権
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

今
回
の
選
挙
で
は
、
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
の
岩
手
県
選
出
議
員
と
比

例
代
表
選
出
議
員
の
二
種
類
と
、
町

長
選
挙
の
合
計
三
種
類
の
投
票
が
行

わ
れ
ま
す
。

岩
手
県
選
出
議
員
（
投
票
用
紙
は

薄
黄
色
）
は
投
票
用
紙
に
候
補
者
の

名
前
を
書
き
ま
す
。
比
例
代
表
選
出

議
員
（
白
色
）
は
前
回
の
参
院
選
か

ら
導
入
さ
れ
た
非
拘
束
名
簿
式
に
よ

り
、
候
補
者
の
名
前
か
政
党
名
の
い

ず
れ
か
を
書
い
て
投
票
し
ま
す
。

町
長
選
挙
（
白
色
）
は
投
票
し
よ

う
と
す
る
候
補
者
の
氏
名
の
上
に

「
○
」
を
記
入
し
て
投
票
し
ま
す
。

11
日
の
投
票
は
午
後
６
時
ま
で

十
一
日
の
投
票
時
間
は
、
午
前
七

時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
す
。
投
票

所
は
次
ペ
ー
ジ
の
二
十
五
カ
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。
投
票
に
出
掛
け
る
際

は
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
で
き
る
人

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は

次
に
該
当
す
る
人
で
す
。

▽
昭
和
五
十
九
年
七
月
十
二
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
で
、
平
成
十
六
年

四
月
五
日
以
前
に
本
町
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
人

※
平
成
十
六
年
四
月
六
日
以
降
に
本

町
に
転
入
届
を
し
た
人
は
、
前
住

所
地
に
選
挙
権
が
あ
り
ま
す
。
本

町
で
不
在
者
投
票
を
す
る
か
、
前

住
所
地
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

期
日
前
・
不
在
者

投
票
の
ご
利
用
を

仕
事
や
冠
婚
葬
祭
、
旅
行
な
ど
で

投
票
日
に
投
票
に
行
け
な
い
人
は
、

期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
簡
単

で
印
鑑
も
不
要
で
す
。

◆
期
日
前
・
不
在
者
投
票
の
期
間

・
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

六
月
二
十
五
日
〜
七
月
十
日

・
町
長
選
挙

七
月
七
日
〜
十
日

◆
時
間
と
場
所

▽
時
間
　
午
前
八
時
半
〜
午
後
八
時

（
土
・
日
曜
日
も
同
じ
で
す
）

▽
場
所
　
役
場
二
階
特
別
会
議
室

◆
郵
便
に
よ
る
投
票

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る

人
は
、
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
交

付
さ
れ
た
郵
便
投
票
証
明
書
を
提
示

の
上
、
七
月
七
日
ま
で
に
投
票
用
紙

の
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。
同
制
度

で
投
票
で
き
る
人
は
、
障
害
者
手
帳

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
次

に
該
当
す
る
人
で
す
。

▽
身
体
障
害
者
手
帳
…
両
下
肢
な
ど

の
障
害
が
一
級
ま
た
は
二
級
の
人
、

内
蔵
機
能
の
障
害
が
一
級
ま
た
は

三
級
の
人
、
免
疫
の
障
害
が
一
級

か
ら
三
級
ま
で
の
人

▽
戦
傷
病
者
手
帳
…
両
下
肢
な
ど
の

障
害
が
特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症

ま
で
の
人
、
内
臓
機
能
の
障
害
が

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の

人
▽
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
…
要
介

護
状
態
区
分
が
要
介
護
五
の
人

※
郵
便
投
票
証
明
書
、
船
員
の
選
挙

人
名
簿
登
録
申
請
書
を
お
持
ち
の

方
は
、
有
効
期
限
を
確
認
し
、
期

限
切
れ
の
方
は
町
選
挙
管
理
委
員

会
へ
事
前
に
再
交
付
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
代
理
記
載
に
よ
る
投
票

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き

る
人
の
う
ち
、
自
ら
投
票
の
記
載
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
事
前

に
登
録
し
た
代
理
人
に
投
票
に
関
す

る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
同
制
度
で
投
票
で
き
る
人
は
、

障
害
者
手
帳
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
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る
内
容
が
次
に
該
当
す
る
人
で
す
。

▽
身
体
障
害
者
手
帳
…
上
肢
ま
た
は

視
覚
の
障
害
が
一
級
の
人

▽
戦
傷
病
者
手
帳
…
上
肢
ま
た
は
視

覚
の
障
害
が
特
別
項
症
か
ら
第
二

項
症
ま
で
の
人

■
開
票

即
日
開
票
で
す
。
当
日
の

午
後
八
時
か
ら
山
田
南
小
学
校
体

育
館
で
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

町
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
�
８
２
│
３
１
１
１

内
線
４
１
１
）
へ
ど
う
ぞ
。

投票区 投　　票　　所

山 田 第１

２

３

４

５

６

船 越 第１

２

３

４

５

織 笠 第１

２

３

４

５

６

大 沢 第１

２

豊間根第１

２

３

４

５

６

山 田 漁 村 セ ン タ ー

山 田 町 中 央 公 民 館

北 浜 防 災 セ ン タ ー

さ く ら 幼 稚 園

関谷林業担い手センター

関口農業担い手センター

船 越 防 災 セ ン タ ー

山の内生活改善センター

船 越 漁 村 セ ン タ ー

大 浦 漁 村 セ ン タ ー

小谷鳥コミュニティセンター

織笠コミュニティ細浦ブロックセンター

織笠漁業協同組合水産倉庫

旧岩手宮古農業協同組合織笠支店

猿神農業担い手センター

田子ノ木生活改善センター

織笠コミュニティ外山ブロックセンター

山田町ふるさとセンター

大沢漁業協同組合新倉庫

豊間根生活改善センター

農 村 婦 人 の 家

田名部林業担い手センター

上 豊 間 根 青 年 会 館

荒川農業構造改善センター

馬鞍コミュニティセンター

◆投票所一覧表

児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正児童手当法が改正

該
当
者
は
忘
れ
ず
に
手
続
き
を

児童手当法の改正により、児童手当
の支給対象が未就学児から小学校３年
生までに拡大されました。
手当の支給額は今までと変わらず、

第１子と第２子がそれぞれ月額５千
円、第３子以降には月額１万円が年３
回に分けて支給（２月、６月、10月）
されます。ただし、児童手当には所得
制限があり、所得が限度額を超える場
合は支給されません。
�月分までさかのぼって支給
今回の改正に伴う経過措置として、

小学校１年生から３年生に限り、９月
30日までに手続きをすれば、４月分ま
でさかのぼって手当を受けることがで
きます。10月１日以降に手続きをする
と、申請した月の翌月分からの支給と
なりますのでご注意ください。
該当すると思われる方には、手続き

用紙を送付しますので、忘れずに提出
してください。なお、手続き用紙が届
かない方は下記までご連絡ください。
◆手続きの内容
・小学校�、�年生の保護者…現在、小学校入学
前の児童（弟や妹）について児童手当を受給し
ている方は、「額改定認定請求書」の提出が必
要です。現在、児童手当を受給していない方は、
「新規認定請求書」の提出が必要です。
・小学校�年生の保護者…６月30日提出期限の
「児童手当現況届」により審査しますので、新
たに手続きの必要はありません。
◆提出期限 ７月20日（期限までに手続きがあっ
たものについては、４月と５月分の手当を８月
に支給します）
◆提出先 役場住民生活課または役場各支所
◆問い合わせ 役場住民生活課住民記録担当（�
82－3111内線123）へどうぞ。

支給対象が小学校
３年生までに拡大

棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
確
か
な
１
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
（
昨
年
11
月

に
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
票
風
景
・
町
中
央
公
民
館
）
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